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Ⅰ 会員寄稿 

「 人 生 時 計 」 

兵庫県住宅供給公社 理事長 西谷  一盛 

夕方 6時 
「人の一生を 1 日の朝から晩までと考えると、

あなたは今、何時ごろを過ごしていますか？」こ

れは仕事に悩んでいた時に読んだ「シニアの品格」

（小屋一雄著 小学館）に書かれていた言葉であ

る。日本人男性の平均寿命は 81 歳。人生を 24 時

間に置き換えると、61歳の私は夕方の６時に差し

掛かったころである。６時であれば仕事帰りに一

杯飲みに行くこともできるし、家に帰って家族と

夕食を囲むこともできる。 

しかし、誰もが平均寿命まで元気に過ごせるわ

けではない。介護を受けることなく、元気に生活

できる健康寿命は男性で 72 歳。平均寿命と健康

寿命の差は９年間もある。健康寿命で「人生時計」

を計算すると、夜の８時になる。飲みに行くには

遅いし、家に帰っても家族は食事を終えている。

「人生時計」の一日を有効に使うためには、でき

るだけ健康寿命を延ばしたい。介護が必要になる

要因の第 1 位は認知症らしい。認知症になるのを

遅らせるには、適度な運動、ﾊﾞﾗﾝｽの良い食事、

社会参加が有効であると言われている。皆さんは

実践できていますか？ 

適度な運動 
適度な運動の代表例は水泳やｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞなどの有

酸素運動である。私もﾌﾙﾏﾗｿﾝ完走を目標に、毎朝

走っているが、真夏や真冬はつらく、さぼりがち

になる。一方、手軽にできて、継続しやすいのは

歩くこと。特に会社へは毎日通勤するので、工夫

すれば効果的に運動できる。出勤時は一つ手前の

駅で降りて歩く。また、ｴﾚﾍﾞｰﾀｰやｴｽｶﾚｰﾀｰがあっ

ても階段を使う。ちょっとした運動を実践してみ

てはいかがでしょうか。 

ﾊﾞﾗﾝｽの良い食事 
合言葉は「さあ、にぎやかにいただく」（ﾛｺﾓﾁｬ

ﾚﾝｼﾞ！推進協議会）。さかな、あぶら、にく、ぎ

ゅうにゅう、やさい、かいそう、に、いも、たま

ご、だいず、くだものをﾊﾞﾗﾝｽよく摂れる 

 

ように、３度の食事では主食（ご飯）、主菜

（肉・魚）、副菜（野菜）、汁物、果物、乳製品を

揃えたい。しかし、毎日の献立を考えるのは大変

だ。我が家でも妻が不在の時は、子どもたちの料

理を作っていたが、ｶﾚｰやﾊﾝﾊﾞｰｸﾞばかりで不満の

声が上がっていた。ちょうどその頃、地元の公民

館がﾒﾝｽﾞｸｯｷﾝｸﾞ講座を企画していたので迷わず申

し込んだ。私以外の参加者はﾘﾀｲｱしたおじさんた

ち。月に２回、ﾒｲﾝ料理２品とﾃﾞｻﾞｰﾄ１品を作り、

試食して、片付けることを１年間続けた。そのお

かげで、ﾚﾊﾟｰﾄﾘ-も増え、ﾚｼﾋﾟがあればそれなり

に料理ができるようになった。もちろん、子ども

たちも喜んだ。将来一人暮らしになっても簡単な

ものは自分で作れるよう、料理に挑戦してみては

いかがでしょうか。 

社会参加 
現役時代は出勤すれば、周りの人との会話はあ

るし、それぞれに役割もあるので、社会の一員で

あることが実感できる。だが、働いているとｽﾄﾚｽ

を感じることも多い。ｽﾄﾚｽは認知機能に悪い影響

を与えるそうだ。認知症予防には自分が楽しいこ

とや興味が持てることで、人とのつながりを持つ

ことが良いらしい。私は大学時代に合唱ｻｰｸﾙに入

っていたので、子どもが手を離れたのを機に、地

元加古川の男声合唱団に入団した。自宅で譜面を

読んでﾊﾟｰﾄの音を取り、週末に集まってﾊｰﾓﾆｰを

創る。毎年父の日に開催する定期演奏会に向けて、

曲が仕上がっていくのが楽しい。また、完全にﾘﾀ

ｲｱしたら小学校の登校ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱもやってみたい。

人の役に立つし、地元ﾃﾞﾋﾞｭｰにもなる。暮らして

いる地域の中でつながりを探してみてはいかがで

しょうか。 

 

「人生時計」が午前零時を刻むまで自分らしい

人生が送れるよう、これからも新しいことにチャ

レンジしていきたい。 
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Ⅱ 特別寄稿 

    「 兵庫県議会の取り組み（兵庫県議会基本条例と議会改革について） 」 

      兵庫県議会事務局 次長   榊 丈直  氏 

 

兵庫県議会では、①二元代表制において、その

一翼を担い、県民の代表によって県の意思決定を

行う議事機関として、②多様な県民の意思の調整

を図り県政に反映させるため、③公平かつ公正な

議論を尽くすとともに、④その機能を最大限に発

揮することにより、真の地方自治の確立を目指し

ています。 

このため、平成 24 年３月には、議会として果

たすべき責務や役割を県民に明らかにするととも

に、議会が県民の負託に的確にこたえ、県民福祉

の向上及び県勢の発展に寄与することを目的に、

本県議会の最高規範となる「兵庫県議会基本条例」

を制定いたしました。 

兵庫県議会では、この条例に基づき、これまで

の機能向上に向けた様々な取り組みや成果を踏ま

え、より確かなものとするよう、さらなる議会改

革に取り組んでまいります。 

本稿では、本県議会が取り組んできた〝議会改

革〟について、主なものをご紹介させていただき

ます。 

 

１ 二元代表制の下で、県民を代表し、県の意思

決定を担う（知事との権能の違いを踏まえた対

等で緊張ある関係の構築） 

兵庫県では、執行機関の説明責任と透明性の高

い一層開かれた県行政を実現するため、県の行政

の基本的な方向を総合的かつ体系的に定める「基

本的な計画」を議決対象事項とする条例を制定し

ています。本条例に基づき、令和５年度には、ひ

ょうごユニバーサル社会づくり総合指針、ひょう

ごインフラ整備基本方針、ひょうご教育創造プラ

ン（兵庫県教育基本計画）の策定に係る審議を行

いました。 

このように、長期間にわたる各種施策の根拠と

なる総合計画等の策定に議会として制度的に関わ

る仕組みをつくっています。 

 

２ 多様な県民の意思の調整を図り、県政に反映

させる（県民参加の推進と広報の充実） 

(1) 本会議に関する改革 

兵庫県議会においては、平成 27 年９月定例会

から、議場内にベビーベッドを据え付けた親子傍

聴席を設置、平成 30 年２月には、防音機能を持

たせた親子傍聴室として整備し、親子で気軽に傍

聴できる体制を整備しています。なお、現在は県

庁舎の耐震診断調査により、議場棟が直下型地震

の発生時には倒壊のおそれがあることが判明し、

議場が使用できなくなっているため、当面、兵庫

県公館等を代替の議場として本会議を行っていま

すが、将来、新たな議場の整備を行うこととなれ

ば、親子傍聴への対応も議論していくことになる

ものと考えています。 

 

 

親子傍聴室(席) 

 

また、子育て世代等が議会を傍聴する上で障壁

となっていた傍聴規則の「児童及び乳幼児は、傍

聴席に入ることができない」との規定について、

親子傍聴席の設置と合わせ、条文を削除する改正

を行いました。 

さらに、男性女性を問わず、議員の議会活動と

出産や育児、介護などの家庭生活との両立に向け

た環境整備のため、会議の欠席事由について、平

成 30 年 10 月から「公務、疾病」に加え「育児、

家族の看護又は介護、家族の葬儀、配偶者の出産

補助」も認めています。 

 

(2) 委員会に関する改革 

兵庫県議会の各常任委員会では、平成 24 年度
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から県政の推進や委員会活動の活性化に資するこ

とを目的として、広く県民の意見を聞く機会を設

けるため、常任委員会の管内調査において、委員

会活動に対する県民の理解の促進と調査の一層の

充実を図ることを目的に「団体等との意見交換」

を実施しています。 

なお、平成 28 年９月からは、特に若い世代と

の対話を充実させるため、若い世代との意見交換

等を実施し、委員会審議に生かすこととしていま

す。 

 

警察常任委員とソーシャルメディア研究会 

（兵庫県立大学学生等）との意見交換 

 

また、本会議開会中の委員会の開催とは別に、

所管事項を調査する委員会を、閉会中に月１回程

度開催しています。各委員会の管内調査の機会を

活用し、この閉会中の委員会を県下各地で開催す

ることで、広く県民に対し、県議会の役割や機能

についての理解の促進を図っています。 

令和５年度は、産業労働常任委員会を養父市議

会で、文教常任委員会を相生市文化センター扶桑

電通なぎさホールに場所を移してそれぞれ開催し

ました。 

 

 

地域開催（産業労働常任委員会） 

 

地域開催（文教常任委員会） 

 

(3) 議会活動に関する改革 

日頃の調査研究や実践活動に基づいた学生との

政策議論を通じ、若者の感性や発想を議会に反映

させるとともに、学生にとっては議会を生きた学

習の場として大学等での実習・実践に生かしても

らうため、社会科学分野でのグループ研究やフィ

ールドワークを行う県内大学のゼミ授業を「県議

会サテライトゼミ」として受け入れています。 

令和５年度は、神戸学院大学経済学部のゼミ生

19名を受け入れました。 

 
      サテライトゼミ 

 

(4) 広報に関する改革 

女性や若者の政治や地方議会への関心を高める

ため、令和元年度から令和４年度まで議会広報誌

「高校生版 ひょうご県議会だより」を発行

（148,000 部）し、ホームページ上にも掲載して

います。若者など広く県民に向けた、分かりやす

く関心が持てる情報発信の仕組みづくりとして、

高校生に取材、記事作成を委嘱し県下の全高校生

に配布しました。 

令和５年度は、高校生が取材からデジタルコン

テンツの作成までを行った議会ポータルサイト

「ひょうご県議会だより 高校生Ｗｅｂ版」を開

設し、高校生達が制作する様々なコンテンツや動
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画をホームページ上に掲載しています。主権者教

育への活用や、議会・議員と住民、特に若者との

距離を縮めるための、より有効なデジタルツール

となるよう取り組んでいきます。 

また、常任委員会については、県民に開かれた

会議運営に資するべく、幅広く県民が委員会の議

論を視聴できるよう、平成 25 年２月からの大会

議室に加え、平成 30 年７月からは中会議室でも、

それぞれの会議室で開催される常任委員会のイン

ターネット中継を実施しています。 

なお、令和６年の６月定例会以降は、７つの常

任委員会すべてで、ライブのインターネット中継

を拡大実施します。 

 

３ 公平かつ公正な議論を尽くす（議会審議の活

性化） 

常任委員会の審査・調査の一層の充実・活性化

を図るため、委員会の自主的な活動として、平成

27年度から外部講師等専門的知見を活用して特定

テーマに関する調査研究等に積極的に取り組んで

います。 

 

各常任委員会の調査研究テーマ（令和５年度） 

常任委員会名 調査研究テーマ 

総  務 スポーツの持つ多面的な価値を

生かした「スポーツ行政」 

健康福祉 子ども・子育て支援の充実 

産業労働 地域経済の成長を加速するスタ

ートアップの育成強化 

農政環境 農山漁村における持続可能な地

域づくり ～ヒト、モノ、投

資、情報を呼び込む取組～ 

建  設 空港活性化 

文  教 教育デジタルトランスフォーメ

ーション（ＤＸ）の推進 

警  察 サイバー犯罪防止対策 

 

４ 議会の機能を最大限に発揮する（監視機能と

施策提言機能の充実） 

県議会では、昭和 56 年から政調懇話会の開催

など、政策立案機能の発揮のための様々な取り組

みを行ってきましたが、平成 24 年に制定した兵

庫県議会基本条例において、「議会は、条例の制

定及び改廃、議案の修正、決議等を通じて、知事

等に対し、積極的に政策の立案及び提言を行う」

とされ、新任議員研修をはじめ、政策立案機能の

充実に向けてさまざまな取り組みを行っています。

とりわけ、平成 27 年度の「中小企業の振興に関

する条例」の全会一致での提案、成立を契機に、

議員提案による政策条例の制定に向けた機運が一

層高まり、提案のためのルール策定や政策法務研

修の実施など環境整備を行い、その後の議員提案

条例の制定に繋がっています。 

 

（議員提案政策条例の制定実績） 

平成 27年度 

中小企業の振興に関する条例 

平成 29 年度 

兵庫県県産木材の利用促進に関する条例 

障害者等による情報の取得及び利用並びに意

思疎通の手段の確保に関する条例 

（愛称：ひょうごスマイル条例） 

令和元年度 

中小企業の振興に関する条例の一部を改正す

る条例 

 

ここまで、兵庫県議会における様々な取り組み

について、ご紹介させていただきました。  

今後とも、県議会が県民の皆さんにとってより

一層身近な存在となるよう、広報活動のさらなる

充実を図るほか、議会改革の取組をより進めてま

いります。 

 

フォロー・いいね！お願いします 

○Facebook 

 https://www.facebook.com/hyogokengikai/ 

                

○X(旧 Twitter) 

    https//twitter.com/hyogokengikai/ 
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         （野辺のﾌﾘｰｼﾞｱ 4/13 撮影） 

 

 

     

Ⅲ 監事監査、理事会の開催 

 

 ◎監事監査 

   

立花監事、山田監事による令和 5 年度監事

監査が下記のとおり実施されました。 

 

日時：令和６年４月８日（月） 

     １３：００～１４：００ 

場所：兵庫県建築会 事務局 

内容：・令和 5年度事業報告 

   ・令和 5年度財務報告  等 

 

 ◎令和 6 年度第 1 回理事会 

 

令和６年度第１回理事会が開催され、令和６

年度事業計画、令和５年度決算、令和６年度役

員選任案などの議題について協議されました。 

 

 日時：令和６年４月１８日（木） 

     １３：００～１４：００ 

場所：神戸三宮東急 REIホテル 

議題：・令和５年度決算 

   ・令和６年度役員選任 

   ・令和６年度定時総会 

・その他 

   
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ お 知 ら せ 

 

◎訃報 

 

 平成８年から平成１６年まで当会会長を勤め

られました竹村 章氏が４月８日ご逝去されま

した。 

心からご冥福をお祈りいたします。 

 

◎行事予定 

 

1 令和６年度定時総会及び会員交流会 

 

  日時：令和６年５月９日（木） 

    総 会 １７：００～１７：４５ 

    交流会 １８：００～１９：３０ 

場所：神戸三宮東急 REIホテル 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

２ 月例会 

 

 日時：令和６年６月５日（水） 

    １２：００～１４：００ 

 場所：神戸三宮東急 REIホテル 

 演題：「姫路城大改修について」 

     鹿島建設（株） 河原 茂生 氏 

 

 

◎編集後記 

 

  今年も監事監査が終わり、定時総会の時期

となりました。 

  そして６月からは本格的に当会事業がスタ

ートすることになります。多彩なテーマでの

月例会などを予定しておりますので、ご参加

頂きますようお願いします。 

 
 

 
 

 

 
事務局 ： 吉本義幸、石井滝実子 

電 話 ： 078－996-2851 

F A X   ：  078－996-2852 

Email  ： archit-k@axel.ocn.ne.jp 
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（東京都庁 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸｼｮﾝ・ﾏｯﾋﾟﾝｸﾞ） 

                                                             3/16 撮影 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ  広報コーナー  

 


